
都市農業振興基本法
のあらまし

平 成 ２ ７ 年 ７ 月



災害時の防災空間

火災時における延焼の防止や
地震時における避難場所、仮設
住宅建設用地等のための防災
空間としての役割

国土・環境の保全

都市の緑として、雨水の保
水、地下水の涵養､生物の
保護等に資する役割

良好な景観の形成

緑地空間や水辺空間を提供し、
都市住民の生活に「やすらぎ」
や「潤い」をもたらす役割

農業体験・学習、交流の場

都市住民や学童の農業体験・
学習の場及び生産者と都市
住民の交流の場を提供する
役割

都市住民の農業への理解の醸成

身近に存在する都市農業を
通じて都市住民の農業への
理解を醸成する役割

消費者が求める地元産の
新鮮な農産物を供給する
役割

新鮮な農産物の供給

○ 我が国の都市農業は、都市化の潮流の中にあっても、農業者や関係者の

皆様の努力により、新鮮な農産物の供給、防災空間の確保、良好な景観の

形成、国土・環境の保全、農業体験の場の提供等の多様な機能を発揮して

きました。
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≪都市における人口・高齢化の推移と見通し≫○ 人口の減少や高齢化が進む中、これ

まで宅地化予定地として見られてきた

都市農地に対する開発圧力も低下して

きています。

資料：総務省「平成22年国勢調査人口等基本集計」、国立社会保障・人口問題研究
所「日本の地域別将来推計人口(平成25年３月)」を基に農林水産省で推計

注：１） 国勢調査における人口集中地区を都市とした。
２） 高齢化率とは、人口に占める65歳以上の高齢者の割合
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≪ ≫
都市農業振興基本法第３条第１項
で規定する都市農業の多様な機能

都市農業振興基本法が成立しました



○ 基本法では、都市農業の振興に関する基本理念として、

① 都市農業の多様な機能の適切かつ十分な発揮と都市農地の有効な活用

及び適正な保全が図られるべきこと

② 良好な市街地形成における農との共存に資するよう都市農業の振興が

図られるべきこと

③ 国民の理解の下に施策の推進が図られるべきこと

を明らかにするとともに、政府に対し、必要な法制上、財政上、税制上、

金融上の措置を講じるよう求めています。また、総合的・計画的に施策が

推進されるよう、政府による都市農業振興基本計画の策定が義務付けられ

ました。

○ この基本法に即し、今後、農産物供給機能の向上、防災機能の発揮、的

確な土地利用計画の策定等のための施策や税制上の措置など基本的施策の

具体的な検討が進められます。これらを通じ、都市農業が安定的に継続で

きる環境整備等が進んでいきます。

○ 都市農業振興基本法は、このような

状況を踏まえ、都市農業の安定的な継

続を図るとともに、多様な機能の適切

かつ十分な発揮を通じて良好な都市環

境の形成に資することを目的として制

定されました。

〈都市農業振興基本法の制定経過〉
平成27年
４月７日 参議院農林水産委員会 全会一致で提出を決定

９日 参議院本会議 全会一致で可決
15日 衆議院農林水産委員会 全会一致で可決
16日 衆議院本会議 全会一致で可決・成立
22日 官報公布・施行

○ 都市農業に対する住民の評価の高ま

りも見られます。とりわけ、東日本大

震災を契機として、防災の観点から都

市農地を保全すべきとの声が広がって

いるところです。

≪都市住民の都市農業・都市農地の保全に対する考え方≫

保全すべき
79％

どちらかといえば
残していくべき

39%

どちらかといえば
宅地化すべき

6%

積極的に宅
地化すべき

2%

是非残していく
べき
40%

どちらとも
言えない

13％

資料：農林水産省都市農村交流課調べ（平成24年度）
（回答者数：三大都市圏特定市の住民1,600名）
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国等が講ずべき基本的施策

① 農産物供給機能の向上、担い手の育成・確保

② 防災、良好な景観の形成、国土・環境保全等の機能の発揮

③ 的確な土地利用計画策定等のための施策

④ 都市農業のための利用が継続される土地に関する税制上の措置

⑤ 農産物の地元における消費の促進

⑥ 農作業を体験することができる環境の整備

⑦ 学校教育における農作業の体験の機会の充実

⑧ 国民の理解と関心の増進

⑨ 都市住民による農業に関する知識・技術の習得の促進

⑩ 調査研究の推進

施策推進のための三つのエンジン

基本理念

◆都市農業の有する機能の適
切・十分な発揮とこれによる
都市の農地の有効活用・適
正保全

◆人口減少社会等を踏まえた
良好な市街地形成における
農との共存

◆都市住民をはじめとする国
民の都市農業の有する機能
等の理解

国･地方公共団体の責務等

◆国・地方公共団体の施策の
策定及び実施の責務

◆都市農業を営む者・農業団
体の基本理念の実現に取り
組む努力

◆国、地方公共団体、都市農
業を営む者等の相互連携・
協力

◆必要な法制上・財政上・税
制上・金融上の措置

都市農業振興基本計画等

◆政府は、都市農業振興基本
計画を策定し、公表

◆地方公共団体は、都市農業
振興基本計画を基本として
地方計画を策定し、公表

①都市農業の安定的な継続

②都市農業の有する機能の適切・十分な発揮→良好な都市環境の形成

基本理念等を定めることにより、
都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進

目的

都市農業振興基本法の概要

都市農業の定義

市街地及びその周辺の地域において行われる農業
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○ 都市農業振興基本法は、都市農業の安定的な継続を図るとともに、都市農業
の多様な機能の発揮を通じ良好な都市環境の形成に資することを目的として制
定されました。

第一条 この法律は、都市農業の振興に関し、基本理念及びその実現を図るのに基
本となる事項を定め、並びに国及び地方公共団体の責務等を明らかにすることに
より、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画的に推進し、もって都市農
業の安定的な継続を図るとともに、都市農業の有する機能の適切かつ十分な発揮
を通じて良好な都市環境の形成に資することを目的とする。

都市農業振興基本法
（平成27年法律第14号）

＜第一章 総則＞

目的

第二条 この法律において「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において
行われる農業をいう。

定義

○ この法律で「都市農業」とは、市街地及びその周辺の地域において行われる
農業をいいます。

○ この法律は「基本法」であり、今後の施策運営の基本的な方向を示すもので
す。このため、この法律の中では、施策の対象となる「都市農業」の範囲につ
いて厳密な定義は置かれていません。

○ この法律に基づく施策の対象地域については、今後、地方公共団体が定める
地方計画等の中で具体的に示されることとなります。

○市街地で行われている農業（例） ○市街地の周辺で行われている農業（例）

東京都小金井市 大阪市 さいたま市

４



第三条 都市農業の振興は、都市農業が、これを営む者及びその他の関係者の努力
により継続されてきたものであり、その生産活動を通じ、都市住民に地元産の新
鮮な農産物を供給する機能のみならず、都市における防災、良好な景観の形成並
びに国土及び環境の保全、都市住民が身近に農作業に親しむとともに農業に関し
て学習することができる場並びに都市農業を営む者と都市住民及び都市住民相互
の交流の場の提供、都市住民の農業に対する理解の醸成等農産物の供給の機能以
外の多様な機能を果たしていることに鑑み、これらの機能が将来にわたって適切
かつ十分に発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効な活用
及び適正な保全が図られるよう、積極的に行われなければならない。

２ 都市農業の振興は、我が国における少子高齢化の進展及び人口の減少等の状況
並びに地球温暖化の防止等の課題に対応した都市の在り方という観点を踏まえ、
都市農業の有する前項の機能が適切かつ十分に発揮されることが都市の健全な発
展に資するとの認識に立って、土地利用に関する計画の下で、都市農業のための
利用が継続される土地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の形成に資す
るよう行われなければならない。

３ 都市農業の振興に関する施策については、都市農業を営む者及び都市住民をは
じめとする幅広い国民の都市農業の有する第一項の機能等についての理解の下に、
地域の実情に即して、その推進が図られなければならない。

○ 都市農業の振興に関する基本理念として、
① 都市農業の振興は、都市農業の多様な機能が将来にわたって適切かつ十分に

発揮されるとともに、そのことにより都市における農地の有効活用及び適正保
全が図られるよう、積極的に行われなければならないこと

② 都市農業の振興は、都市農業の多様な機能の発揮が都市の健全な発展に資す
るとの認識に立って、都市農地とそれ以外の土地とが共存する良好な市街地の
形成に資するよう行われなければならないこと

③ 都市農業の振興に関する施策は、都市農業の多様な機能等についての幅広い
国民の理解の下に、地域の実情に即して推進が図られなければならないこと

が示されました。

基本理念

（参考）都市農業に関連する指標（試算）

注１：全国の数値のうち、農家戸数は「農林業センサス」（平成22年）、農地面積は「耕地及び作付面積統計」（平成26年）、販売金額は「農林業センサ
ス」（平成17年）による。

注２：都市農業の数値のうち、農家戸数、販売金額は、平成23年に農林水産省が実施した「都市農業実態調査」（都市農業者を対象としたアンケート
調査）及び「農林業センサス」（平成17年、22年）、「耕地及び作付面積統計」（平成24年）、「固定資産の価格等の概要調書」（平成23年）、「都市計
画年報」（平成23年）を用いた推計。農地面積は、「固定資産の価格等の概要調書」（平成25年）、「都市計画年報」（平成25年）による。

注３：都市農業の「農家戸数」は市街化区域で営農している農家数であり、併せて市街化区域以外でも営農している農家を含む。「農地面積」は市街
化区域内農地面積。「販売金額」には、市街化区域以外での生産分も含まれる。

農家戸数 農地面積 販売金額

全 国 ２５２．８万戸 ４５１．８万ha ５兆８，３６６億円

都市農業（対全国比）

２２．８万戸( 9％)

８．０万ha( 2％) ４，４６６億円

うち生産緑地 （9％）

１．４万ha( 0.3％)

５



（国の責務）
第四条 国は、前条の基本理念（以下「基本理念」という。）にのっとり、都市農

業の振興に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。

（地方公共団体の責務）
第五条 地方公共団体は、基本理念にのっとり、都市農業の振興に関し、国との適

切な役割分担を踏まえて、当該地域の状況に応じた施策を策定し、及び実施する
責務を有する。

（都市農業を営む者等の努力）
第六条 都市農業を営む者及び農業に関する団体は、都市農業及びこれに関連する

活動を行うに当たっては、基本理念の実現に主体的に取り組むよう努めるものと
する。

国の責務、地方公共団体の責務、都市農業者等の努力

○ 国・地方公共団体は、施策を策定・実施する責務を有するものとされました。

○ また、都市農業者及び農業団体は、基本理念の実現に主体的に取り組むよう
努めるものとされました。

第七条 国、地方公共団体、都市農業を営む者その他の関係者は、都市農業の振興
に関する施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力するよう努
めるものとする。

関係者相互の連携及び協力

○ 都市農業の関係者は、相互に連携を図りながら協力するよう努めるものと
されました。

第八条 政府は、都市農業の振興に関する施策を実施するため必要な法制上、財政
上、税制上又は金融上の措置その他の措置を講じなければならない。

法制上の措置等

○ 政府は、必要な法制上、財政上、税制上、金融上の措置等を講ずることと
されました。

６



第九条 政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、都市農業振興基本計画（以下「基本計画」という。）を定めなければならな
い。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 都市農業の振興に関する施策についての基本的な方針

二 次章に定める基本的施策の実施その他都市農業の振興に関し、政府が総合的
かつ計画的に講ずべき施策

三 前二号に掲げるもののほか、都市農業の振興に関する施策を総合的かつ計画
的に推進するために必要な事項

３ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、基本計画の案を作成し、閣議の決定を求め
なければならない。

４ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、前項の規定により基本計画の案を作成しよ
うとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

５ 農林水産大臣及び国土交通大臣は、第三項の規定により基本計画の案を作成し
ようとするときは、あらかじめ、食料・農業・農村政策審議会及び社会資本整備
審議会の意見を聴くとともに、都市農業を営む者、都市住民等の多様な主体の意
見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。

６ 政府は、第一項の規定により基本計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。

７ 第三項から前項までの規定は、基本計画の変更について準用する。

＜第二章 都市農業振興基本計画等＞

都市農業振興基本計画

○ 政府は、都市農業の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るた
め、閣議決定により都市農業振興基本計画を定めることとされました。

《基本計画の内容》
・基本的な方針
・政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
・その他必要な事項

○ 基本計画の案は、農林水産大臣及び国土交通大臣が作成し、閣議決定を求め
ます。

○ 両大臣は、計画の作成に当たっては、関係行政機関の長に協議し、食料・農
業・農村政策審議会及び社会資本整備審議会の意見を聴くとともに、都市農業
者、都市住民等の多様な主体の意見を反映させるための措置を講ずる必要があ
ります。

７



第十条 地方公共団体は、基本計画を基本として、当該地方公共団体における都市
農業の振興に関する計画（以下「地方計画」という。）を定めるよう努めなけれ
ばならない。

２ 地方公共団体は、地方計画を定めようとするときは、都市農業を営む者、都市
住民等の多様な主体の意見を反映させるために必要な措置を講ずるよう努めなけ
ればならない。

３ 地方公共団体は、地方計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表するよう努
めなければならない。

４ 前二項の規定は、地方計画の変更について準用する。

地方計画

○ 地方公共団体は、政府の基本計画を基本として、その地方公共団体における
都市農業の振興に関する計画（地方計画）を定めるよう努めることとされまし
た。

○ 地方公共団体は、地方計画の策定に当たっては、都市農業者、都市住民等の
多様な主体の意見を反映させるための措置を講ずるよう努める必要がありま
す。

８

（参考）地方公共団体における都市農業の多様な機能への期待（大都市を対象とした調査）

資料：農林水産省都市農村交流課調べ（市街化区域内に農地のある市区町村の農政担当部局へのアンケート調査。
人口密度5,000人/k㎡以上の都市を大都市として集計。回答数78自治体） （平成24年度）

26.7

34.7

41.3

47.4

65.8

57.9

46.7

42.7

37.3

43.4

27.6

36.8

0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0

国土・環境の保全

住民の農業への理解の醸成

防災空間の確保

緑地等としての良好な景観の形成

地産地消による新鮮で安全な食料の供給

身近な農業体験・交流活動の場の提供

大変期待している ある程度期待している

（94.7%）

（93.4%）

（90.8%）

（78.7%）

（77.3%）

（73.3%）



第十一条 国及び地方公共団体は、都市農業の有する農産物を供給する機能の向上
並びに都市農業の担い手の育成及び確保を図るため、農産物の生産に必要な施設
の整備、都市農業の特性に応じた農業経営の展開のための技術及び知識の普及指
導、都市農業に関連する諸制度についての情報の提供、都市農業の経営の安定向
上に資するための農村地域における営農との連携の促進その他の必要な施策を講
ずるものとする。

＜第三章 基本的施策＞

農産物を供給する機能の向上、担い手の育成及び確保

○ 国及び地方公共団体は、都市農業の農産物供給機能の向上と担い手の育成・
確保を図るため、必要な施策を講ずるものとされました。

≪都市における農業生産の状況≫

都市農業の経営は全国平均と比べて小規模ですが、消費地の中での生産という特性を活かし、野菜を
中心に多様な作物が生産されています。

≪農産物供給機能の向上≫ ≪担い手の育成・確保≫

東京都の新規就農者グループ「東京NEO-FARMERS!」神奈川県農業技術センターの技術指導の
様子（神奈川県川崎市）

○農産物の部門別農業産出額の割合
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○農家１戸当たり経営耕地面積

全国平均の
６割
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資料：都市農家は、農林水産省「都市農業実態調査（平成23年）」
（市街化区域内に農地を所有する農家を対象としたアンケート
調査）、全国は、｢2010年世界農林業センサス｣による。

都市農家
全体

三大都市圏
特定市

地方都市 全国平均

都市農業の農産物供給機能の向上に向け、
必要な施策を講ずるものとされました。

都市農業の担い手の育成・確保が求められる中、
新たな担い手の参入も進んでいます。

資料：農林水産省「生産農業所得統計（平成25年）」
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